
  

 

 

2022年 3月 30日 

 

1．計画期間 

  2022年 4月 1日から 2025年 3月 31日までの 3年間 

2．内容 

 （１）妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援す

るための雇用環境の整備 1‐(1)-エ 

    

 

 

 

  

  

 （２）妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援す

るための雇用環境の整備 1‐(1)-オ 

    

 

 

  

 

 

（３）働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備 1‐(2)-オ 

 

  

 

 

 

 

 

 

以上 

                              

   

目標 1 育児休業を取得し、職場復帰しやすい環境整備 

対策 1 2022 年 4 月～ 

育児休業期間中に職業能力の開発・向上を希望する労働者に対する、教育機会の

提供と教育にかかる費用の補助をルール化する 

目標 2 育児休業等を取得しまたは子育てを行う女性労働者が就業を継続し活躍

できる為の取組の実施 

対策 2 2022 年 10 月～ 

女性社員が自身のキャリア形成に対する意識を醸成するための教育を実施する 
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目標 3 職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための情報提供、

研修の実施  

対策 3 2023 年 4～ 

労働者のスキル、業務経験、保有資格情報を管理職に公開する仕組みを作り、 

性別に関わらず公平な業務割当やスキルアップの機会を提供する環境を整備し 

管理職に対し、活用を促す教育を実施する 

 


